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顔ン政腹２
０
２
２
年
１
月
か
ら

「一雇
用
保
険
マ

ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル
ダ
ー
制
度
」
が
試
行
的

に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

複
数
の
事
業
所
に

雇
用
さ
れ
る
６５
歳
以
上
の
労
働
者
を
対
象

と
し
た
も
の
で
、
う
ち
２
つ
の
事
業
所
の

合
算
で
週
所
定
労
働
時
間
が
２０
時
間
以
上

と
な
る
場
合
、

本
人
の
申
出
に
よ
り
雇
用

保
険
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す

（詳
細
は
８
頁
参
照
）。

政
府
の

「働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
に

沿

っ
て
、

副
業

・
兼
業
を
普
及
さ
せ
る
観

点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
事
業
主
の
も

と
で
働
く
マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル
ダ
ー
ヘ
の

労
働
保
険
適
用
が
検
討
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

す
で
に
労
災
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、

法

改
正
に
よ

っ
て
２
０
２
０
年
９
月
か
ら
給

付
基
礎
日
額
の
算
定
方
法
や
業
務
上
の
負

荷
に
対
す
る
評
価
な
ど
が
見
直
さ
れ
、

ま

た
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
働
く
人
の
保
護
に

向
け
て
特
別
加
入
制
度
も
そ
の
対
象
範
囲

が
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

一
方
、

一雇
用
保
険
の
マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ

ル
ダ
ー
ヘ
の
適
用
に
関
す
る
問
題
は
複
雑

で
す
。

一雇
用
保
険
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
た

場
合
、

対
象
と
な
る
マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル

ダ
ー
が
少
な
く
、

事
務
負
担
面
か
ら
も
適

用
の
必
要
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、

保
険
適
用
が
本
人
の
申
出
を
前
提

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、

離
職
に
よ
る

給
付
を
見
込
ん
で
申
出
を
す
る
と
い
う
逆

選
択
や
、

安
易
な
離
職
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
る
循
環
的
な
受
給
に
つ
な
が
る
と
い
っ

た
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
問
題
も
指
摘
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル
ダ
ー
全

体

へ
の
一雇
用
保
険
適
用
に
慎
重
な
考
え
方

が
あ
る
な
か
、

厚
労
省
の
検
討
会
報
告
書

で
示
さ
れ
た
試
行
的
適
用
と
し
て
、

今
回
、

就
労
が
多
様
化
す
る
６５
歳
以
上
の
マ
ル
チ

ジ
ョ
ブ
ホ
ル
ダ
ー
ヘ
の
導
入
を
決
定
。

施

行
後
５
年
を
目
処
に
、

保
険
適
用
に
よ
る

対
象
者
の
行
動
変
容
や
、

複
数
事
業
所
の

労
働
時
間
の
把
握

・
通
算
方
法
な
ど
に
つ

い
て
検
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

も
と
よ
り
、

マ
ル
チ
ジ
ョ
ブ
ホ
ル
ダ
ー

の
保
護
に
関
し
て
は
、

一雇
用
保
険
に
よ
る

全
体
の
保
護
よ
り
も
、

雇
用
の
安
定
化
の

必
要
な
対
象
者
に
対
し
、

求
職
者
支
援
制

度
な
ど
の
制
度
を
活
用
し
た
支
援
が
適
し

て
い
る
と
す
る
指
摘
も
あ
り
、

検
証
結
果

に
よ
っ
て
は
適
用

・
給
付
の
制
度
設
計
の

大
幅
な
変
更
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。



待遇決定に関する説明義務の強化①

知
つ
て
得
す
る

待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
は
、

従
前
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

派
遣
労
働
者

に
つ
い
て
は
、

一雇
用
管
理
上
の
措
置
の

内
容
、

待
遇
決
定
に
際
し
て
の
考
慮
事

項
な
ど
に
つ
い
て
説
明
義
務
が
課
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、

有
期
雇
用
労
働
者
に

つ
い
て
は
法
的
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

ま
た
、

説
明
内
容
は
基
本
的
に

「本
人
の
待
遇
」
に
関
す
る
こ
と
の
み

で
、

正
規
社
員
と
の
待
遇
差
の
内
容
や

そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

働
き
方
改
革
関
連
法
の
施
行
後
は
、

有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
も
、

パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

派
遣
労
働
者
と
同

様
に
、

一雇
用
管
理
上
の
措
置
の
内
容
、

あ
っ
た
場
合
、

正
規
社
員
と
の
待
遇
差

の
内
容

・
理
由
な
ど
に
つ
い
て
説
明
す

る
こ
と
が
新
た
に
義
務
化
さ
れ
て
い
ま

す

（パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
１４
条
、

派

遣
法
３‐
条
の
２
）。

非
正
規
社
員
へ
の
待
遇
に
関
す
る
説

明
義
務
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
き

解
で
き
る
内
容
の
文
書
交
付
な
ど
に
よ

る
方
法
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

派
遣
労
働
者
を
一尾
い
入
れ
る
場
合
に

は
、

労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
の
明
示

と
と
も
に
、

派
遣
労
働
者
の
不
合
理
な

待
遇
の
禁
上
に
関
し
て
派
遣
会
社
が
講

じ
て
い
る
措
置
の
内
容
を
説
明
し
な
け

―
卜

・
有
期

・
派
遣
で

一
化
さ
れ
た
説
明
義
務

正
規

。
非
正
規
社
員
間
の
待
遇
格
差
の

是
正
に
向
け
た
同

一
労
働
同

一
賃
金
の
取

組
み
で
は
、

非
正
規
社
員
へ
の
待
遇
に
関

す
る
説
明
義
務
が
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
前
、

説
明
義
務
に
つ
い
て
は
、

パ
ー
ト

タ
イ
ム
、

有
期
屋
用
、

派
遣
と
い
っ
た
雇

用
形
態
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
な
部
分
が
あ
り

ま
し
た
が
、

そ
の
内
容
が
統

一
的
に
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。

待
遇
決
定
に
際
し
て
の
考
慮
事
項
な
ど

の
説
明
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

有
期
雇

用
労
働
者
、

派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が

ま
す
。

ま
ず
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

有

期
一雇
用
労
働
者
を
一層
い
入
れ
た
と
き
は
、

①
待
遇
の
差
別
的
取
扱
い
禁
止
、

②
賃

金
の
決
定
方
法
、

③
教
育
訓
練
の
実
施
、

④
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
、

⑤
通
常
の

労
働
者
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た
め
の

措
置
、

な
ど
の
雇
用
管
理
上
の
措
置
の

内
容
に
つ
い
て
、

事
業
主
は
本
人
に
説

明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、

説
明
方
法
は
、

就
業
規
則
、

賃
金
規
程

な
ど
の
資
料
を
活
用
し
、

日
頭
で
行
う

こ
と
が
原
則
で
す
が
、

説
明
す
べ
き
事

項
が
漏
れ
な
く
記
載
さ
れ
、

容
易
に
理

れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（派
遣
先
均
等

・
均

衡
方
式
あ
る
い
は
労
使
協
定
方
式
に
応

じ
て
）
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
有

期
雇
用
労
働
者
と
違
っ
て
、

原
則
と
し

玉
尾
入
時
に
室
三向
で
説
明
し
、

そ
の
後
奈

実
際
に
派
遣
す
る
際
に
も
同
様
の
説
明

を
書
面
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

有

期
一層
用
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場

合
で
す
が
、

事
業
主
は
待
遇
決
定
に
際

し
て
の
考
慮
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
に
は
、

①
労
働
条
件
の
明
示
、

②
就
業
規
則
作

成

・
変
更
時
の
意
見
聴
取
、

③
不
合
理

な
待
遇
の
禁
止
、

④
待
遇
の
差
別
的
取

扱
い
禁
止
、

⑤
賃
金
の
決
定
方
法
、

⑥

教
育
訓
練
の
実
施
、

⑦
福
利
厚
生
施
設

の
利
用
、

③
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換

を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、

な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
回
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

有
期
雇
用
労
働
者
、

派
遣
労
働
者
か
ら

の
求
め
に
応
じ
て
、

事
業
主
に
新
た
に

説
明
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、

正
規
社
員
と
の
待
遇
差
の
内
容

・
理
由

等
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。


